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汚染水処理対策委員会 

トリチウム水タスクフォース（第２回） 

 

日時 平成26年１月15日（水）16：00～18：14 

場所 経済産業省 本館２階 西３共用会議室 

 

○上田対策官 

 これより第２回トリチウム水タスクフォースを開催いたします。 

 プレスの方のカメラによる撮影は、冒頭、着座風景までとさせていただいておりますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

 傍聴される皆様への注意事項といたしまして、席上に資料を配付させていただいております。

事前にご一読をいただければと存じます。円滑な会議運営にご協力いただきますよう、よろしく

お願いをいたします。 

 プレスの方、よろしいでしょうか。すみません。 

 それでは、資料の確認をさせていただきます。座席表、配付資料一覧、議事次第、名簿、あと

資料１から資料６まで入っていると思います。また、席上配付資料といたしまして、昨年12月10

日の汚染水処理対策委員会の報告書がございます。不足等がございましたら事務局に申しつけく

ださい。 

 それでは、議事に入らせていただきます。これよりは山本主査に議事進行をお願いをいたしま

す。よろしくお願いいたします。 

○山本（一）主査 

 それでは、議事を進めさせていただきます。 

 昨年末の第１回におきまして、本タスクフォースの進め方、トリチウムの物性等について、海

外におけるトリチウムの取り扱いについての評価の事例について議論いたしました。特に本タス

クフォースの進め方の議論におきましては、検討事項としてトリチウム水の取り扱いに関する複

数の選択肢と評価すべき項目の抽出につきまして、委員の皆様方からご議論いただいております。

前回の議論の中で委員からご指摘いただいたことについて、福島第一原発における汚染水処理と

トリチウムの保管状況について東京電力よりご説明いただき、また、山西委員からはトリチウム

分離技術について、それから野中委員からは社会的な視点からの評価項目や留意事項について、

後ほどご説明いただきます。野中委員は本日、発表のご予定でしたけれども、ご都合によって代

理として加藤様からご説明いただきます。よろしくお願いします。 



 2 

 では、まず初めに、東京電力の松本オブザーバより資料１の説明をお願いします。 

○松本オブザーバ 

 東京電力の松本でございます。それでは、資料１に基づきまして現状の福島第一原子力発電所

における汚染水処理とトリチウム水の保管状況ということで説明をさせていただきます。 

 １ページめくっていただきますと、ご説明内容ということで、汚染水処理の概要ということ、

それから処理状況、それからトリチウム水の保管状況ということで、３点についてご説明をさせ

ていただきます。 

 ２ページのほうに、上空から撮りました写真に構内配置図ということでございまして、汚染水

処理等に関連した設備について、どういう位置関係にあるかということで、場所の説明をしてご

ざいます。こちらのほうを参照していただきつつ、３ページのほうに基本的な冷却状況というこ

とで、冷却に伴って汚染水が発生していると申しますか、状況でございますので、概略をまずご

説明をさせていただきます。 

 ３ページのほうですけれども、左上に原子炉建屋がございます。ここの中に溶融した燃料があ

って、今も微量ながら崩壊熱を出しているということでございまして、これを冷却するために現

状、原子炉の注水をしてございます。注水が１日約400トンと言われております。崩壊熱が徐々

に下がってきておりますので、少しずつ量を減らしておりますけれども、おおむね400トンとい

うことで、３基の原子炉の冷却をしてございます。その水が結局、原子炉容器、格納容器を通じ

て原子炉建屋あるいはタービン建屋というのの地下に今滞留をしていると。そこへ流れ込んでい

るという状況でございます。そこには同時に、左側、地下水というのがございますけれども、こ

れは事故前はサブドレンというシステムでこういう地下水が流入しないように抑えてきたものな

んですけれども、こちらの設備が壊れているということで、地下水が流入してきております。こ

れが約400トンございまして、合計800トンの水を現状処理をしていっているということでござい

ます。 

 右側のほうを見ていただきますと、タービン建屋から出たものにつきまして、まずセシウムを

除去するということで、セシウム除去装置というのを、これは事故の年に設置をいたしまして、

ここでセシウムだけまずは除去するということをしてございます。これが先ほど申し上げました

ように、400トン足す400トンで約800トン、１日当たり、こういう処理を大体しているというと

ころでございます。その後、淡水化装置ということでございまして、塩分を含んでいる水という

ことで、なるべく塩分を下げて注水をしないと、原子炉建屋そのもの、原子炉、圧力容器、格納

容器というところへの劣化に影響がございますので、塩分を除去いたしまして、再度400トンに

ついては注水に回しているということでございまして、そこで濃縮された塩水、これも放射性物
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質を含んでおりますけれども、これが下のほうに参ります矢印のところで、処理水ということで

オレンジ色で書いてございますけれども、これが約400トンというペースでたまってきていると

いうところで、貯蔵タンクに現在貯蔵しております。その水につきましては、貯蔵タンクの右手

に多核種除去設備というのがございますけれども、こちらでセシウム以外の放射性物質を除去す

るという作業をいたしまして、貯蔵タンクにこちらも分けて貯蔵をしているという状況でござい

ます。そういった冷却そのものは、水を循環させてなるべく増えないようにはしているんですけ

れども、地下水の流入分ということが結果的にタンクにためられていくという状況が今も続いて

いるというところでございます。 

 その冷却によりまして、各プラントの状況ということで４ページにございますけれども、圧力

容器、格納容器、プールの温度というようなところが安定した状態が一応確保できているという

ところを４ページにお示ししております。 

 ５ページへまいりますけれども、汚染水処理の概要というところでございまして、それぞれ今

申し上げました建屋の滞留水がございまして、それからセシウムを除去する、あるいは淡水化装

置を通って淡水と濃縮塩水に分ける、さらにそれを多核種除去設備に通すというようなことをや

ってまいりますと、それぞれセシウム、全βあるいはトリチウムというものが、右側に凡例ござ

いますけれども、どのように変化をしてくるかということでお示ししたのがこちらのグラフでご

ざいます。これは採取日、11月５日ということでございまして、濃度そのものも地下水で希釈を

されているというようなこと等もございまして、日々変化をしてきておりますけれども、11月の

時点ではこういった分析結果が得られておりまして、右端の多核種除去設備というのをごらんい

ただきますと、トリチウム以外のものはかなり低い濃度に抑えることができているという状況で

ございます。 

 それから、６ページのほうから個別の設備の概略でございますけれども、まず、セシウムの除

去装置でございます。こちら、2011年、事故のございました年の６月、８月という段階で装置の

設置ができて、使用開始ができております。それぞれ処理量といたしましては、1,200㎥という

ことで、現状の冷却水等の処理には容量的には十分な量ということでございまして、簡単なポン

チ絵でございますけれども、全体のシステムといたしましては、滞留水が左側から、ピンク色の

ラインになりますけれども、入ってまいりまして、それをポンプで昇圧して、吸着塔に送り込ん

でやると。吸着装置そのものは前置きのフィルターのようなもので油分等の除去をした上で、セ

シウムを吸着させる吸着剤の入っております容器を通しまして、セシウムをここで吸着剤に吸着

させるということをしております。下に写真がございますけれども、それぞれ吸着塔、あるいは

吸着塔のベッセルというのをどんどん交換をしながら使っておるわけですけれども、そういうベ
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ッセルの搬入あるいは交換というような作業の写真を掲載させていただいております。 

 それから、７ページへまいりますと、淡水化装置ということでございまして、こちらは塩分を

中心に除去してやるということでございまして、こちらも逆浸透膜というものを使いましてろ過

をしているというところでございます。これは狙いは主に塩分を取り除いて淡水をつくるという

ことですが、この過程において同時にある程度の放射性物質の除去できる部分がございまして、

淡水化装置の出口と入り口では少し放射性物質の濃度が変わってきているというところでござい

ます。 

 それから、８ページのほう、こちらが通称ＡＬＰＳと呼ばれております多核種除去装置の概要

でございます。こちらにおいては、トリチウム以外のものになりますけれども、ほかのストロン

チウム等の放射性物質を除去するということで設備の概要が書いてございます。前処理がござい

まして、その後、やはり吸着塔において放射性物質を吸着させて、処理水としてタンクへ送ると

いうフローが真ん中あたりに書いてございます。下にちょっと詳しく書いてございますけれども、

これは実証の試験においては62核種において法定濃度限界未満となったことを確認しております

が、ホット試験では今４種類ほどの核種については追加的な検討をして、さらに放射性物質を取

り除くということでの対策を検討しているところでございます。 

 その多核種除去設備での処理水の放射能濃度につきましては、９ページのほうに、今度は横軸

が核種になっておりますけれども、こちらはＡＬＰＳの処理前、処理後というところの濃度とそ

れから告示で決められている濃度限度というものを、あわせて幾つかの代表的な核種についてお

示ししたものでございます。 

 10ページからは汚染水の貯蔵状況ということでございまして、現状、どんどん発生してまいり

ます汚染水に対して、貯蔵容量を増やすべく、タンクの増設を急いでいるところでございますけ

れども、この現状の総貯蔵の容量といたしましては43万トン、そのうち40万トンが今使用されて

いるという状況で、これ日々、タンクを増設をしていっているというところでございます。タン

クにも幾つか種類がございまして、その種類につきまして、それぞれの容量とともに10ページの

右下に掲載をしてございます。 

 11ページは、汚染水がどのエリアにどういう濃度のものが存在しているかということで、これ、

汚染水処理対策委員会でもご紹介をさせていただいたものでございますけれども、それぞれのと

ころにございます色がある意味、汚染のレベルというようなことを示しておりまして、濃い色が

濃い濃度のものということでございまして、これは上側が海になっておりますけれども、海際に

ございます原子炉建屋、タービン建屋にたまっております滞留水というのが最も濃度が濃いもの

になってございます。それをセシウム除去装置あるいは淡水化装置というのを通して、濃縮塩水
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の部分をさらにため込んでおりますけれども、それが真ん中下あたりにございますタンク群の部

分にためられていると。これがある意味、中レベルというようなレベルになってまいります。 

 それから、12ページのほうは、総量としての現状の増加量というようなことを示してございま

す。先ほどのフローチャートを少し様子を変えたものが右側にございますけれども、こういった

それぞれのフローの段階において、どういう水がどれぐらい発生しているかということでござい

まして、ブルーの青い線がいわゆる処理水というようなことで日々ためていっているものでござ

いますけれども、下にありますピンク色の線がございますけれども、こちら多核種除去設備を通

して処理を終わった水というのが、ここのところを少しずつ増えてきているというところでござ

います。 

 13ページでございますけれども、こちら淡水化装置の出口のトリチウム濃度ということでござ

いまして、トリチウムの濃度は基本的に余りプロセスの途中で今現状、変化をするということは

ございませんので、全体に系統にございますトリチウム濃度は同じような挙動をしているという

ふうに考えていただいて結構かと思いますけれども、徐々に下がってきておりまして、トリチウ

ムの濃度は今、事故の年から比べますと１けた程度下がってきているという様子が13ページのほ

うでご理解いただけます。 

 この濃度のデータに基づきまして、あとは処理量との掛け算をいたしますと、これまでタンク

の貯留水全体でトリチウムがどれぐらい累積して貯蔵されているかということが計算できるわけ

ですけれども、その累積の量の増加傾向というところが14ページに示してございます。上に凸と

いう状態ですので、徐々にサチュレートはしつつありますが、まだ上昇しているという状況でご

ざいます。 

 次ページ以降は、これはＡＬＰＳ、多核種除去設備を通したところで、それぞれの核種につき

まして、どんな濃度が得られているかということについての一覧表がずっと５ページにわたって

19ページまでついてございます。 

 それから、20ページ、21ページにつきましては、これも汚染水処理対策委員会でご説明をした

データでございますけれども、一定のこれからの仮定条件というのを置いてみたときに、タンク

がきちっと増設できるのかというようなことについて、総貯蔵量がどうなるかというのが青い線

で示しておりまして、その上をふらふらっと上昇、右肩上がりになっているのがタンクの総容量

ということでございます。ＡＬＰＳでの処理ということをしていくことによりまして、あとは滞

留水側の地下水を抑えていくというような対策を適切にとっていく場合には、こうしたことでタ

ンクの容量というのが十分に確保できるというケースを示したものでございます。 

 一方、21ページにつきましては、その中の条件が、いろいろ今計画をしております地下水バイ
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パスあるいはサブドレンというようなものが実施できないようなケースということでシミュレー

ションをいたしますと、平成27年とかそういう時期にはタンクの容量が不足するというようなケ

ーススタディもしておるという状況でございます。 

 22ページにつきましては、参考までにセシウム吸着装置の処理水のセシウムの濃度ということ

で記載をさせていただいております。 

 それから、23ページのほうは、ＡＬＰＳで処理される水の塩分濃度ということについても、前

回少し議論があったかと思いますが、こちらのほうを参考までに経時的にどのように変化してき

ているかというのをお示ししたものでございます。 

 資料の説明は以上でございます。 

○山本（一）主査 

 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、ご意見とかご質問等ございましたらお願いいたします。 

 高倉委員、お願いします。 

○高倉委員 

 すみません。２点ほどちょっとお聞きしたいんですけれども。私はずっと福島県で原子力セン

ターで福島第一の監視していたものですから、それに関してちょっとお聞きしたいんですけれど

も。 

 １つは、トリチウムの今濃度の問題が出たんですけれども、現実的にこういう事故が起こる前、

要するに正常に運転していたとき、そのときにはどのぐらいの量を放出していたのか。その辺、

福島第一、第二、それから新潟、あるいはもっとできればＰとＢの比較、あと、もっと言えば、

重水炉ではどのぐらいなのか、その辺がわかればある程度目安がわかると思うんですけれども、

パッと１つ出されたんじゃ、ちょっとわからないものですから、そういった比較は重要じゃない

かと思うんですけれども。それが１つ。 

 それから、メルトダウンしていますので、例えば循環出力を回すとさらに燃料から溶け出して

くるものがあるのかどうか。その辺、２点ちょっとお聞きしたいんです。 

○山本（一）主査 

 松本オブザーバ、よろしくお願いします。 

○松本オブザーバ 

 詳しいデータはきょう持ち合わせておりませんので、また後日ご紹介をさせていただきたいと

思いますけれども、現状、保安規定等でトリチウムの放出量ということで、事故前から放出量と

して記載をしていた値というのは、ある意味ＢＷＲ共通でございますけれども、ＢＷＲの場合は
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１基当たり、3.7×1012ベクレル／年ということで、１年１基当たり3.7×1012ということでござ

います。福島第一の場合は６基ございますので、これを掛け算をいたしますと、2.2×1013ベク

レルという値がございます。こちらの値を目標として運営をしてきたということでございます。

これは昔の単位で申し上げますと100キュリーということでございまして、例えば被曝線量の観

点からというよりは、管理の目標として、かなり古い時期に海外のプラントなどを参考に目標の

値ということで設定をされたものというふうに聞いております。 

 ちなみに、ＰＷＲの場合は、ホウ酸を使っているというようなこともございまして、１年当た

り2,000キュリー─１基当たりですね─ということでございまして、こちらのほうの値が

7.4×1013ベクレルが１年１基当たりということでの目標値になってございます。 

 その他の炉の型式等につきましては、また調べてお答えをしたいというふうに思っております。 

○高倉委員 

 もう一つのほうは。 

○松本オブザーバ 

 燃料からの溶け出しの部分につきましては、余りきちっとした評価はできていないのが現状で

ございますけれども、一定量はいまだに燃料からも溶出している部分があるのではないかという

ふうには考えてございます。ただ、現状、だんだん、先ほどのデータでもトリチウムの濃度が下

がってきていると。濃度がそのものは下がってきているということがございますので、そういっ

たところの評価をこれからしていく必要があるかと思いますけれども、滞留しているものが徐々

に、燃料のみならず、建屋内に滞留している水そのものが徐々に希釈をされているということ等

合わさって、こちらのほうの先ほどの資料でお示しをした、トリチウム水の濃度というのが13ペ

ージのほうにございますけれども、こういった形で現状、福島第一で測定をしているトリチウム

水の濃度というのは徐々に下がってきているというふうに考えてございます。 

○山本（一）主査 

 ありがとうございました。 

 では、柿内委員、お願いします。 

○柿内委員 

 今、この開いてある13ページ、14ページに関連してなんですけれども、先ほど来、トリチウム

の濃度が下がるという表現を使われているんですけれども、実際には水が入ることによって希釈

を受けているわけなので、下がるという表現を使うときには、多分、希釈とか、その結果、数値

として下がっているという表現を使われたほうが適切ではないかなというのが１点と、あと、14

ページで、累積量としても増えていっているわけですので、総量としては決して減っているわけ
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ではないということがあるので、そこは全体の一貫性を考えたときには、そこを注意して使われ

たほうがいいというのが１つ。 

 あと、2011年からずっと累積量を評価されているわけなんですけれども、先ほど、飽和すると

いう表現はもうすぐと言われたんですけれども、ちょっと勾配が緩やかになっているだけで、ま

だそういう飽和を印象づけるようなカーブではないというふうなことがあるのと、あと、これは

累積量としては増えていっているわけなんですけれども、このもとというのはどういったことを

想定、現時点でされているのか、そこを知見がございましたら教えていただきたいんですけれど

も。 

○山本（一）主査 

 松本オブザーバ。 

○松本オブザーバ 

 ちょっと表現ぶりについては、濃度の話ということで、軽々に下がるというような表現をいた

しましたけれども、誤解のないように努めてまいりたいと思います。申しわけございません。そ

ういう意味で、累積量としては、傾向としてはなだらかになっていることで、サチュレートする

というような表現をさせていただきましたけれども、それにつきましても、増加傾向が継続して

いることは間違いございませんので、ご指摘のとおりだというふうに考えてございます。この部

分が増加しているということにつきましては、要するに、２つの可能性があって、１つはやはり

燃料に冷却水がかかって、そこでさらに新たなものが出てきているということが１点。それから、

もう一つは、ある部分に濃いものが滞留しているとして、抜き出してきている処理水の部分にそ

れが徐々に供給されているというような、２つのケースが考えられるかなというふうに考えてご

ざいます。 

○山本（一）主査 

 ほかに。お願いします。 

○柿内委員 

 今、たまっているという部分なんですけれども、ちょっとそこ、よく普通、燃料とかの場合、

燃料棒、セルとかに吸蔵されてあるトリチウムとかってあると思うんですけれども、そうしたと

ころのものというのは、水が接することによって出てくる性質のものなのか、それとも、そこに

あるものは出てこなくて、もっとほかのところでトリチウムが蓄積する可能性があるところとい

うのは、幾つか想定され得るんでしょうか。ちょっとそこを教えていただきたいんです。 

○山本（一）主査 

 お願いします。 
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○松本オブザーバ 

 前半の部分は、もう少しお調べした上で、別途また次回にでもお話をさせていただきたいと思

います。水として滞留しているものは、これは建屋の構造がそれぞれ１号機から４号機まで原始

炉建屋とタービン建屋がございまして、かなり複雑な形状をしてございます。したがいまして、

一様に全ての水がきれいに流れているかどうかというところはよくわからない部分がございます

ので、ある部分に滞留していて、そういう部分の濃いものが徐々に拡散して、そういう滞留水に

入ってきているというふうなことは、ケースとしては考えられるのかなというふうに思っており

ます。 

○山本（一）主査 

 そのほかにご質問とかご意見ございますか。 

 じゃ、森田委員、お願いします。 

○森田委員 

 ちょっと話が戻るんですけれども、通常運転の場合のトリチウム、それなりの量が放出されて

いるという話なんですが、その場合の管理、もとはどこから出てきて、どういう管理をしながら、

どういうふうに外へ出しているのかというのをちょっと教えていただきたいんですけれども。 

○山本（一）主査 

 お願いします。 

○松本オブザーバ 

 一定のケースしか存じ上げない部分がありますので、一般論として正しいかどうかという問題

があるかと思いますが。例えば、機器ですとかあるいは床に一部、水が、発電しているプラント

でも例えば配管の水を抜いたりとかそういうことをしますので、そういった水については、液体

の放射性廃棄物を処理をするシステムに送って、物によっては、蒸発濃縮ということで蒸発をさ

せて、放射性物質そのものは濃縮をした形で保管をしていくというようなことをしてございます。

その場合の蒸留したほうの水というのがございますので、これは循環水というようなもので希釈

をしながら放出をしているということでございまして、そのときにトリチウムについては挙動が

全く水と同じでございますので、蒸留水のほうにも一定量含まれた形になるということで、そう

いった形で放出をされているケースが多いかなというふうに思っております。 

○山本（一）主査 

 ほかにご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 特にないようであれば、次の議題に進めたいと思います。 

 前回の議論におきましてイメージがつくみにくいとご指摘のございましたトリチウム水の分離
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技術と地下貯蔵のイメージにつきまして、議論したいと思います。 

 まず、トリチウムの分離について山西委員からご説明いただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

○山西委員 

 それでは、トリチウム分離に係る工業技術ということで、資料２に基づいてご報告いたします。 

 論文等でこれまで発表されてきておりますトリチウム分離に関するデータを、ここで一通り取

りまとめたものです。先ほど少し発言がありましたが、トリチウムは水そのものですので、溶け

ているとかそういったものではないので、どうしても分離方法としては、分析とかを除くと、限

られます。 

 １ページめくっていただいて、主な水素同位体の分離技術と特徴というところで、工業的にあ

る程度の処理ができる方法としては、そこに書いておりますように、蒸留をする方法と同位体化

学交換を用いる方法と電気分解を用いる方法等が考えられます。あとまた、その他少しあります

けれども、それはまたそこでご説明します。まず１のところで、分離技術がどういうものかとい

うのをご報告しまして、２のところで、重水精製とかトリチウム分離、実際に使われてきたプラ

ントの実績とかどういうものかといった概要を説明します。最後に、そのまとめということで、

福島等の対応とかについてご報告したいと思います。 

 １枚めくっていただきまして、３ページ目。最初はまず蒸留でトリチウム水を分離しようとい

うものです。その中でも、水の形での蒸留を行う、水蒸留と呼ばれるものについての説明をこの

ページでしております。 

 水は蒸気圧というものがあります。どれだけ蒸発しやすいかというイメージでとらえていただ

ければいいと思うんですが。そうしますと、トリチウム水よりも重水、軽水のほうが若干蒸発し

やすいという性質があります。その性質を利用して蒸発・凝縮を繰り返す、蒸留というのがそう

いうものですけれども、によって沸点の高いより蒸発しにくいトリチウム水を液相に濃縮すると。

さらに、塔底にボイラーというのは、これは蒸気を発生するものですけれども、塔頂に凝縮器と、

この蒸気を水に戻すという装置、３ページの右側のところにその図が書いてありますが、そうい

ったものを上と下につけて、塔内全体で水と蒸気がぐるぐる回るというような仕組みをつくりま

す。そういうことによって効率よく分離をすることができることになります。 

 この水蒸留の分離の原理というのは蒸気圧の差ということになりますので、それぞれ通常の水、

Ｈ２Ｏとトリチウムの入ったＨＴＯというトリチウム水でどれぐらいの差があるかというのを示

したのが表のところに書いている図です。通常の水ですと100℃で蒸発しますので、蒸気圧は760

トル。トリチウム水の場合はより蒸発がしづらいということになりますので、圧力は少し低いと。
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この両方の圧力の差というのが分離係数になります。1.03から常温ですと1.09とか、それぐらい

の分離係数があるということになります。 

 この水蒸留の方法は、長所としましては、蒸留法というものそのものは、石油コンビナートと

かそのあたりで原理的には多くの工業実績があるものです。ただ、短所としましては、分離係数

が小さいと。100℃とかそれぐらいですと1.03ぐらいの数字になるということになります。その

ために装置がどうしても大きくなるという傾向がありまして、それが短所です。表のところに、

温度が低いほうが先ほど分離係数になると言いました数字がちょっと大きくなっているというの

がごらんになれるかと思います。そのため、できるだけ温度の低いところで蒸留をすればより効

率的になるということで、温度が低いところで蒸発ができるように、減圧、圧力が低いところで

塔を運転するということを行うというのが通常取り入れられております。これが水蒸留のお話で

す。 

 次、めくっていただきまして４ページ目。これは同じ蒸留でも水素の蒸留です。トリチウムと

か軽水とか、それを電気分解等で水素の形にしてやりますと、水素を液化すると液体になります。

その液体の状態になりますと、これがまた蒸留することができるということになります。原理と

しては、先ほどの水蒸留と同様に、液体水素の蒸気圧の差というものを利用します。水の場合と

同様に、トリチウムよりも軽水素のほうがより蒸発しやすいということになりまして、同様に沸

点の高いトリチウムが液のほうに、液体水素になりますけれども、濃縮されることになります。

先ほど同様に、平衡蒸気圧というものを表に示しております。Ｈ２とかＨＴの蒸気圧の差という

のが分離係数という、分離がどれだけしやすいかということになるわけですけれども、大体２ぐ

らいの数字になります。先ほどの水蒸留の1.0幾らとかいうのと比べると、随分大きいというこ

とが理解できるかと思います。 

 よって、この水素蒸留を使えば、分離係数としては大きいので、装置は小さくても高い分離効

率が得られるわけですけれども、それが長所になるわけですが、短所としましては、液体水素温

度で運転しなきゃいけない。約20ケルビンという非常に低温をつくり出さなければいけませんの

で、そのためのいろんな附帯設備が必要となってコストが高くなるということと、低温ですので、

液化しておりますので、冷媒がなくなると水素が気化して高圧になるとか、あと、水素ガスを大

量に使いますので、水素ガスの防爆の問題とか、そういった安全対策を考えなければいけないと

いうところが短所になります。 

 次のページにいきまして、５ページ目。これは蒸留法と同様に、トリチウムの分離としてよく

使われております同位体交換法と呼ばれているものです。これは原理的には水と水素の同位体化

学反応を利用したものです。原理としましては、重水素及びトリチウムの濃度が、簡単に言いま
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すと、水素よりも水により濃縮されやすいという技術を使ったものでして、右に示すような化学

交換塔の中で水と水蒸気と水素の流れというものをつくりまして、重水素とかトリチウムは水素

から水蒸気を介して水のほうに濃縮されるということになります。 

 この化学交換法は、分離係数も大きいということで、随分前から研究開発が進められてきたん

ですけれども、１つは、触媒がないとこの水と水素の反応が進まない。なおかつ、触媒が水にぬ

れると活性が失われて反応が起きないというようなことがありました。そのため、まず最初に、

液体の水がない状態でやればいいんじゃないかということで、蒸気相と水素のみを使ったＶＰＣ

Ｅと言われるものが開発されまして、これを利用したものがカナダの重水からのトリチウム回収

プラントになります。これについては後でご説明します。 

 その後、触媒については疎水性触媒というものが開発されてきまして、そうすると、水に疎水

性ですので触媒表面がぬれにくくなるということになります。それによって、蒸気相のみではな

くて、液相が含んでも同位体交換を使った分離方法というのができるようになった。これがＬＰ

ＣＥと呼ばれております液相の化学交換法です。何で液体と蒸気でそんなにありがたいというか

といいますと、同じ方向に流れますと、両方が平衡になったところで反応が進まないんですね。

それに対して、交流にしますともっと大きく分離することができます。水と水素ですと、水は重

力の関係で上から下へ落ちてくれる。水素はガスなので、今度は下から上に上がってくれると。

こういう交流の接触というのをつくることができるということで、ここで一つの大きな開発がで

きたことになります。 

 さらに、先ほどから蒸留装置で、塔の底にボイラーがあって、上に凝縮器があって、塔内の中

の循環の流れをつくっているということがありました。この同位体交換についても、同じように

塔の中に循環の流れをつくってやると、より効率が上がります。そのために、塔の底に電解セル

を置いて、落ちてきた水をそこで電気分解して水素にしてあげると。塔の上のほうには、水素を

もう一度酸化して水に戻すといったものをつくって、それで塔内全体をぐるぐる回る循環の流れ

をつくって、より効率よく分離をしようといったもの、これがＣＥＣＥと呼ばれております

─電界セルつき化学交換塔という意味です─ものが開発されました。 

 最後のところにこの同位体交換の分離係数を示しております。大体２から５とか６ぐらいの分

離係数の数字がありまして、水素蒸留よりもさらにもう少し大きいぐらいの分離効率があるとい

うことがおわかりいただけるかと思います。 

 次のページにいきまして、６ページ。これは化学交換法について、あと長所・短所をまとめた

ものです。日本では重水炉、「ふげん」での重水の精製というところ、あと、カナダとか韓国で

は、重水炉中のトリチウム回収といったものに用いられた実績というものがあります。短所とし
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ては、先ほど申しましたように、触媒が水にぬれるとだめということで、現状、かなりいい疎水

性触媒ができてきてはおりますけれども、もう一段効率を上げようと思うと、もっと高性能な疎

水性の触媒ということも必要となります。 

 あと、電解セルをつけると効率が上がるということを申しましたけれども、分離効率は上がる

んですが、電解セルをつけることで、電気分解のエネルギー消費というのが結構大きくて、全体

のエネルギーコストという意味で大きいということと、どうしても電界セル、水を電気分解して

水素にするという、これの大容量化というのがなかなか難しい。そのため、やはり大量の処理と

いうのはなかなか現状では難しいというのがこの短所になります。 

 あと、同位体交換の方法というのは、重水製造にも使われておりますけれども、重水の精製の

場合には、普通の水に含まれている重水をちゃんと回収するということは必要ないわけですね。

もともとの水中の重水素の濃度を下げるとか、そういうことは全然興味がなくて、少しでも回収

してきた重水素を濃縮すればいいという。なので、現状の福島のトリチウムの分離とはかなり条

件が違うということになります。 

 あと、今は水と水素の交換反応を使うということを説明しましたけれども、重水製造の場合は

よりコスト的に有利な、水と水素のかわりに硫化水素を使ったりアンモニアを使ったりしていま

す。硫化水素の場合は触媒が要らないとかアンモニアの場合は分離係数が大きいとかいう特徴が

あるんですけれども、トリチウムがある場合は、硫化水素とかアンモニアが劇毒物であるという

ことで、これはあんまり望ましくないということと、トリチウムのプラントというのは、結局、

トリチウムが漏れた場合に、触媒で酸化してもう一回水に戻すといった装置を大抵の場合、備え

ています。そういった除去系の触媒の被毒になるという問題もありますので、トリチウムの分離

ということを考えた場合に、こういった重水精製で使われている方法というのはあんまり適さな

いのではないかと考えております。 

 主には、水蒸留と同位体化学交換というのを使うわけですけれども、そのほかにも電気分解を

使ったり、あと、その他の方法というのがあります。電気分解の方法というのは、分離係数、１

段当たりは高いんですけれども、１段で全ての分離ができるわけではありませんので、繰り返し

しなきゃいけないと。そうすると、毎回分解した水素をまた戻して、また分解してということを

繰り返えさなきゃいけなくなりまして、エネルギー消費が非常に大きくなります。ですので、電

気分解そのものの単独で分離技術に使おうという利用は、現在ほとんどありません。その他、熱

拡散法を使うというものはあります。ですが、処理量を大きくするのはなかなか難しい。あと、

ガスクロマトグラフとかレーザー法とかあります。これについては、ほとんど分析に使うもので

して、実際の分離、ある程度の処理量を持った分離というのには不向きという評価がなされてお
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ります。 

 以上が同位体分離の主な原理というものをご紹介しました。次のところで、重水精製で実際動

いているプラントの概要というものを幾つか説明します。 

 次のページは、カナダのDarlingtonというところにありますトリチウム除去装置です。カナダ

には20基近い重水炉というのがあります。重水炉を運転していきますとトリチウムがたまってき

ますので、作業員の被曝低減を目的に、重水中のトリチウムをある程度下げようというためのプ

ラントです。回収したトリチウムは、できるだけ後の保管を考えて高濃度まで濃縮するというこ

とを行っています。使われている技術は、同位体交換法の中でも蒸気相だけを使うと言いました

ＶＰＣＥといったもの、そこで水素のほうに移したトリチウムを最終的に液体水素の蒸留で回収

しています。処理能力とか濃度の範囲というのは、そこの３番、４番あたりに書いたぐらいの量

になります。装置は大体建屋におさめられておりまして、蒸留塔につきましては、大体40メータ

ーぐらいの高さがあります。この装置によって99％ぐらいまでのトリチウムガスに濃縮して、水

素ガスの形ですので、金属チタンに吸収させて貯蔵ということを行っております。 

 次のページ、９ページになりますけれども、これは韓国のWolsongというところにありますト

リチウム回収装置です。韓国はカナダからの技術を導入しまして、ＣＡＮＤＵ型の重水炉という

ものがあります。同様に、やっぱり運転しますと、重水中トリチウムが濃度が上がってきますの

で、それの回収のために、先ほどのページのDarlingtonの技術というものを導入してトリチウム

回収装置というものをつくっております。採用技術としましては、カナダの技術導入ということ

になりますので、同位体交換反応と液体水素の蒸留です。ただし、Darlingtonの装置の場合は蒸

気相の化学交換でしたのが、疎水性触媒が開発されたということもありまして、韓国の場合は液

相の化学交換、ＬＰＣＥというものを使っています。処理能力、濃度については、大体、

Darlingtonの施設と同様、少し処理能力は小さいものになります。大体2000年ぐらいから設計と

かを始めまして、最近ようやく順調に動いていて、トリチウムの回収というのが進んでいるよう

です。 

 次のページへいきまして、10ページ目。これは「ふげん」で行われました重水精製装置で、

「ふげん」のほうはもう廃炉になってこの装置は動いておりませんが、次の10ページと11ページ

で、こういう方法で重水精製を行った。それに伴って、重水の中にはトリチウムが含まれており

ますので、トリチウムの分離も同時に行われたということになっています。 

 ２つの装置がございまして、10ページ目のほうに書いてありますのが電気分解を使った方法で

す。電気分解で、３番、４番、５番にありますように、これぐらいの処理量とトリチウム濃度の

条件で重水精製を行って、その結果としてトリチウムも精製されているということになります。
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重水濃度につきましては、60％ぐらいまで下がったのを80％ぐらいまで戻すということを行って

いる。電解セルのほうにはアルカリ溶液を使っての分離というのを行っています。電解セルの電

気防食とか、そういった問題も運転には出たようです。 

 11ページ目の２番目の装置というのは、これは先ほど来ご説明しました化学交換を用いた重水

精製装置です。10％から95％ぐらいの重水を高濃度にまで精製している。用いております技術は、

同位体交換の中でも電解セルつきのＣＥＣＥというものです。処理能力は書いてあるとおりで、

容量的には多くはありません。トリチウムの取り扱い領域もその程度です。同じく重水炉からの

トリチウム回収ですので、韓国とかカナダのところと濃度的には同様かと思います。電解セルが

ありますが、これもアルカリ型の電解セルを使って、疎水性の白金触媒を使ってという形で、装

置の運転というのが大体87年から2003年まで十五、六年間にわたって順調に動いたという実績が

ございます。 

 次、12ページ。これはまだ動いているというわけではないんですけれども、今までの装置は重

水からのトリチウム回収という状況にちょっと違いますので、核融合炉で今フランスに製作が進

んでおります実験炉、ＩＴＥＲというものの中で、トリチウム水の処理装置というのがあります。

これの設計が行われておりますので、ちょっと簡単に紹介しております。核融合炉の場合、トリ

チウムが燃料になりますので、機器の補修をするときにどうしてもトリチウムが出てくる。その

ときに出てきたトリチウム水を水に変えて除去するんですけれども、このトリチウム水をもう一

度回収して、燃料として再使用しようというためにつくられたというか、設計が進められている

装置です。ちょっと採用技術、書き忘れましたが、「ふげん」とかと同様にＣＥＣＥ、電解セル

つきの化学交換を使っています。 

 処理能力はそこに書いてあるとおりです。ちょっと㎥／dayになっていますが、20キロ／アワ

ーとか、それぐらいのレベルになります。 

 トリチウム濃度の取り扱いの範囲というのが３に書いてあるとおりです。最終的に水素ガスと

して回収しようとしていますので、濃度は比較的高いということになります。 

 「ふげん」のところの電解セルでは、アルカリを使ったということは報告しましたけれども、

トリチウムの取り扱いを考えると、あんまりアルカリは使いたくないというのがあります。その

ために、水素エネルギー関係で固体高分子電解膜というものが大量の水素エネルギー発生のため

の水の電気分解というので開発されていきました。そのために、この核融合炉については、アル

カリではなくて固体高分子電解膜を使おうということで設計が進められております。 

 次、最後、13ページになります。 

 これまで原理とあと実際の今動いているとか過去動いていたプラントというのをご説明してま
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いりました。それと、現状の福島の状況がどういうところにあるかというのを示したグラフとい

うのが、そこの右側の図に書いてあります。カナダとか韓国の重水炉からのトリチウム回収、あ

とＩＡＴＥＲでの設計進んでいるもの、あと「ふげん」とありますが、見ていただいてわかるの

は、特に処理量がこれまで動いているものと比べると、非常に大きいところにある。３けたぐら

い違います。それとあと、濃度的にも大体３けたぐらいやっぱり低いと。低濃度だけれども、非

常に大量の処理が要求されているというところが、これまでの研究開発とか実際動いているプラ

ントとは大きく違うところです。 

 左側のほうにちょっと幾つかまとめてあります。 

 カナダ、韓国の装置が動いていますけれども、これは重水からの回収だというもの。「ふげ

ん」の装置は重水精製が目的で、結果としてトリチウム分離が行われた。先ほど申しましたよう

に、福島での水処理という領域は、これまでのプラントとはかなりかけ離れたところにあって、

特に大容量の処理とか低濃度のところというので、過去のデータがないというか、実績がないと

ころにあるということになります。カナダ、韓国のプラントというのは、今はようやく動いては

いますけれども、設計してから実際動くまでに、韓国のプラントなんかもいろいろ何度か見に行

ってはいるんですけれども、相当時間がかかりました。７年ぐらいかかっています。福島のトリ

チウムというのを考えた場合に、処理能力をどれぐらいに置くか。トリチウムを除去するといっ

ても、薄めるほうをどこまで下げるか。あと、濃縮のほうはどこまで減容するかによって濃度が

変わってきますので、どこまで減容させるかということを、いろんなコスト、リスクを考えなが

ら見きわめる必要があります。また、処理をしますと、濃縮されたトリチウムというのが残って

しまいます。これはちゃんと管理しなきゃいけないという意味で、非常にある意味厄介になりま

す。そこまで考えなきゃいけないということがもう一つ。あと、実際に装置をつくって動かそう

と思いますと、附帯の設備、建屋も要りますし、運転のコストも要りますし、いろんな技術、ノ

ウハウを持った人手というのも要ります。なかなかそういったところも含めて総合的に判断する

必要があるだろうと考えています。 

 福島のところについては、これまでのプラントとの比較というのでは、こういうことが考えら

れるということをまとめてあります。 

 以上、ちょっと概要の、駆け足になりましたが、ご報告を終わります。 

○山本（一）主査 

 ありがとうございました。 

 ただいまのご説明に対しまして、ご意見とかご質問等ございましたらお願いします。 

 高倉委員、お願いします。 
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○高倉委員 

 すみません。ちょっとお聞きしたいんですけれども。 

 １つは、現実的なものとして、今カナダ、ＣＡＮＤＵのを挙げられるんですけれども、現実的

に今、１Ｆで漏れているんじゃないかというのが１日400から500トンですか。㎥と言っても、ど

っちでもいいんですけれども。それに比べて非常に処理能力が低くて、しかもスケールアップが

どのぐらいできるのか私はわかりませんけれども、その基礎開発にもかなりかかると。そうする

と、今非常にその処理が急がれているときに、こう言っては失礼ですけれども、そんな悠長にや

っていけるのかどうか。その辺が効率、それから経済性、そういったことをさらに考えて、どう

いうふうに考えられるのか、ちょっとお聞きしたいんですけれども。 

 あともう一つは、トリチウムというのは結構水素ですので、濃縮した場合にどうしても磁気エ

ネルギーが出ますし、爆鳴気が結構広いので、その辺の取り扱いをどう考えるのかちょっとお聞

きしたいんですけれども。 

○山西委員 

 先ほど説明しましたように、現状動いているプラントと比べると、３けたぐらいの処理量があ

る。通常、スケールアップという場合は、工学的に言えば１けたぐらいを見通すというのが通常

です。３けたをそのまま適用するというのは普通はやりません。そういう意味で、今の技術が適

用できるかどうかって、なかなか難しい問題だと思います。現状のデータを使うと、何かこんな

計算ができますよというところができるとは思いますけれども、じゃ、それが本当にこれででき

るかといったところまでは、答えが今できないという状況だと思います。 

 あと、トリチウムの濃縮の問題については、いろんな厄介な問題があるんですけれども、かな

り濃い90％以上のトリチウムガスの取り扱い経験というのはありますので、逆にそこまで濃い水

素ガスだと、技術的にはかなりのものがあります。問題は、やっぱり、ただ、トリチウムの水の

形となると、実は意外といろんな経験とか技術がわりかしない。ここにご紹介しましたような重

水炉からの回収とかというものが、トリチウムの水の形での回収分離というものがほとんど全て

だというふうに考えています。 

○山本（一）主査 

 よろしいですか。 

 磁気エナージはそんなに大きくないですよね。総量が少ないですから、もうほとんど考えなく

ていいかなと思いますけれども。 

 中津課長、お願いします。 

○中津オブザーバ 
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 水産庁の中津でございます。よろしくお願いします。 

 現状の福島第一原発の今の汚染水は非常にチャレンジングだというご説明があって、現状の技

術ではかなり難しいというところはあるということだと思いますけれども。以前、技術提案のと

きに、これは放射能分離の実績もありますキュリオンが提案したところがあったと思いますけれ

ども。このどれに当たるかって私はよくわかりませんけれども、そういった新しい技術の中で使

えるもの、特にキュリオンについての、できるのか、実現可能性も含めて、何か知見ございまし

たらお願いします。 

○山西委員 

 ピリオンでしたっけ。あれは、基本、同位体交換を使ったものです。現状、これぐらいの装置

なら性能が出るというものの大きさというのはわかっていますので、それを単純に掛け算したも

のだというふうに私は理解しています。 

○山本（一）主査 

 ほかにご質問いかがでしょうか。 

 柿内委員、お願いします。 

○柿内委員 

 山西委員の発表で非常によくわかって、よくわかったというのは、トリチウムの分離が非常に

大変であるということ。例えば、ＡＬＰＳとかである核種が操作をすることによってどのぐらい

除かれるかというのは、よく除染係数とかっていう表現をして使うと思うんですけれども、これ

はそれぞれトリチウムのいろんなプロセスで、じゃあどのくらい除けているかということで評価

したときには、やっぱり１段とかで10分の１、100分の１ぐらいにしかならないということは、

じゃあ我々はどれだけのレベルに下げなければいけないんだということを考えると、先ほどのス

ケールの話につながると思うんですけれども、非常に途方もない作業がこれから必要になるとい

うことがわかって、じゃあ、これから現実的にそこをスタートとして何を考えなければいけない

かというところが、ちょっときっかけとしてわかりやすかったと思います。 

○山本（一）主査 

 ほかにご質問とかご意見とか。 

 では、特になければ次に進みたいと思います。 

 次に、地下貯蔵のイメージにつきまして、事務局からご説明ください。 

○豊口企画官 

 じゃ、引き続き資料３をごらんください。地下貯蔵のイメージにつきましては、確たるイメー

ジというか、こうでなければならないというイメージを持っているわけではございませんので、
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昨年、汚染水にかかわる技術提案を国内外から募集した結果をＩＲＩＤという機関で整理してい

ただいものをベースに、ご説明をさせていただければと思います。 

 表紙めくっていただきますと、枠囲いしている提案が、地下タンクと地下貯蔵というところを

くくっている４提案がございますので、代表的な事例としてこの４提案についてご紹介をし、地

下貯蔵のイメージというものを持っていただければというふうに思います。 

 この表の次に192番というのが右肩に書いてあるペーパーがございますが、ざっと内容を申し

上げますと、提案が鋼管埋設処理工法と書いていますけれども、約３ｍの穴を掘ると。掘削をい

たしまして、その掘った中を排土をして空洞にすると。ここに鋼管、鋼の管を埋設をすると。そ

れに防水した上で、その筒状の貯蔵庫にするということでございます。おおむね、これは３ｍ径

で30ｍとしますと、約１本当たり200㎥ぐらいになるんじゃないかと思いますが、こういったご

提案が１つあったということでございます。 

 それから、137番というのがその次のページにございます。これは地下深部地層を利用した汚

染水隔離に関する提案という提案になってございます。これは貯蔵というよりも地下注入といっ

たほうが─ごめんなさい。367番という提案がございます。これは地下貯蔵というよりも地下

注入というようなイメージかと思いますが、最初の１番の②の３行目ほどに書いてありますが、

ＡＬＰＳ処理水を地上にためずということで、ＡＬＰＳ処理水を念頭に置いた提案になってござ

いますが、地下深部、例えば100～500ｍ程度の深い透水性の高い地層に注入するというようなこ

とで、人間圏から隔離する可能性について検討しようということでございます。地下の地層に核

種、半減期10～30年ぐらいのものを注入すると、移動していく過程あるいは吸着の過程で減衰し、

浄化装置の機能も持つであろうというようなことでありまして、仮に遠方で海底や生活圏まで達

するということがあったとしても、そのころまでには完全に無害化されているようなことになる

であろうと。そういう場所を選べばよいのではないかということで、実現性の可否としては、適

切な地層があるかないかであるということで、そういったことが見つかる可能性があるだろうと

いうことで、今後の研究の余地を残したような、今後検討していくべきであろうというようなこ

とでございますが、基礎的な技術、技術的な基盤は整っているというような記載になってござい

ます。 

 それから、２枚めくっていただきますと、右肩に557番と書いた提案がございます。これはタ

イトルに括弧書きで「タンカー活用」と書いていますけれども、通常、海に浮かべるタンカーを

港をつくって入港させて、その上で地下に埋設しようということでございまして、特徴というと

ころに書いていますけれども、二重隔構造（ダブルハル）方式のものに漏えい検知機能を設け、

タンカーは海から隔離して設置するということで、通常の石油タンカーを利用することで新規設
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計不要、品質確保というようなことが書かれてございます。ただし、タンカーを海から隔離する

ための海岸工事が必要になるということで、これは容量としては10万から30万トンぐらいのもの

をイメージしていると。こういうご提案でございました。 

 それから、１枚をめくっていただきますと、574番という提案がございますが、これは汚染水

貯蔵大規模地中タンクの構築ということでございまして、50万トンのものを２基、計100万トン

という貯蔵庫をつくるということで、断面図が書いてありますのと、写真上に丸が書いてあって、

大体の位置を書いてございますが、液体の長期保管実績のある原油備蓄地中タンク方式を適用し

てはどうかと。詳細については、現地条件により適宜修正するというようなことでございました。 

 そういったことで、最初にありましたようなパイプタイプというんですか、鋼管を打ち込むタ

イプ、あるいは地下に注入するタイプ、タンカーを地下に埋め込むタイプ、これから地下貯水槽

のようなものをつくるようなタイプ、こういったものがご提案としてはありましたというご紹介

でございます。 

○山本（一）主査 

 ありがとうございます。 

 ただいまのご説明につきまして、ご意見とかご質問等ございましたらお願いいたします。 

 じゃ、中津さん、お願いします。 

○中津オブザーバ 

 すみません、わからないことが多いので。すみません。 

 いろんな貯蔵方法があるんですが、安全であればいいんですけれども、漏れる可能性も含めて

考えますと、例えばこれ、タンクに入れての状態のときに、以前の提案にありましたゲル化する

とか固化するとありましたけれども、この中でゲル化するというのは、非常にやり方としては簡

易な実施だと思いますけれども、そういうものでリスクを減らすという可能性についてはいかが

でございましょうか。 

○豊口企画官 

 手法の可能性としてはあり得ると思います。地下貯蔵の一形態という形で想定しても結構です

し、トリチウム水そのものを固化するというようなことのご提案の一つの選択肢かと思いますが、

ここでは地下貯蔵についての、トリチウム水を水の状態で地下貯蔵するイメージについて、どう

いったイメージなのかというご質問が前回ございましたので、それについてのご説明とさせてい

ただいたところでございます。 

○山本（一）主査 

 ほかにご質問とかご意見とか。 



 21 

 柿内委員。 

○柿内委員 

 現実的に、こういう方法をとるとらないというのはとりあえず横に置いて、もしとった場合と

いうことにしたときに、工法としてなるべく漏れない、取り扱うのは水ですので、水として、蒸

気として漏れないということがあると思うんですけれども、漏れた場合というのはどういうふう

に検出するのかという、その検出系のところもセットにしてこういう話をされると、より一般的

にわかりやすい話になって、特に陸域なので、例えば福島第一、海に近いですけれども、これは

陸なので、海のほう、そちらに行く可能性というのはどれぐらいでとかという話も、あわせてそ

ういうのをできると、またわかりやすいという感じがいたしました。 

○山本（一）主査 

 ありがとうございます。 

 そのほかご意見とかご質問。 

 高倉委員、お願いいたします。 

○高倉委員 

 現実問題の一つには、今400～500、毎日ですか、出ているわけですけれども、それがどの辺ま

で続くというのは変なんですけれども、将来的にどの辺まで覚悟しなくちゃならないというのが

ちょっと見えないんで。その辺は難しいとは思うんですけれども。規制庁もいるんだけれども、

その辺はどう考えるんですかね。 

○山本（一）主査 

 松本オブザーバ、何かあれば。 

○松本オブザーバ 

 先ほどご紹介させていただきました資料１でございますけれども、こちらのほうの20ページを

ごらんいただきますと、一つのケースということで、いろんな条件が、かなりうまくいくという

ことが前提にはなりますけれども、これは例えばサブドレンというものを再稼働をさせたり新た

に新設をしたりというようなことをしてまいります。そういうこととか、あるいは陸側の遮水壁

ですね、こういったものが順調に設置ができて、機能を発揮するというような前提を置いており

ますけれども、このケースで、タンクにたまる総貯蔵量というのが紺色の線でございます。こう

いうケーススタディの場合には、今これは60万～70万ぐらいの間の貯蔵容量のところでほぼ平衡

になってまいります。したがいまして、こういうケースがうまく成立した場合には、この程度の

全体の容量というところでのハンドリングを考えていくということになるかと思います。 

 ただ、別のケースで考えますと、70万トン、80万トンというふうに、21ページのほうをごらん
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いただきますと、そういった厳しい条件のケースもございまして、こういったいろんなケースの

中でこれから考えていく必要がありますけれども、非常にいろんなことが順調にうまくいった場

合には、六、七十万トンぐらいのところでほぼ地下水をうまく抑制できるという可能性もあると

いうふうに考えてございます。 

○山本（一）主査 

 高倉委員。 

○高倉委員 

 最高にいっても、２年ぐらいですか。そうすると、非常に勝負も短期間で片をつけなくちゃな

らないというのは変なんですけれども、それに対応できるだけの研究、成果、そういったものを

どう考えるかなんですけれども。 

○豊口企画官 

 本タスクフォースの使命みたいなことになりますけれども、基本的には、どれぐらいの工期が

かかる選択肢なのかということもこのタスクフォースの中で整理をしていきたいと思っています。

それぞれの対策のメリット、デメリットがあると思いますし、どれぐらいのものをターゲットに

するかにもよりますけれども、工期、コストというのは出てきます。工期も、単につくる工期だ

けではなくて、それ以前の研究開発にかかる時間もふくめた時期もありますので、そういったこ

とも評価軸として整理していくということが、このタスクフォースの次にどれを選択するんだと

いう次のフェーズに移ったときに必要になる整理かなというふうに思っていますので、このタス

クフォースの中で整理してまいりたいというふうに思っています。 

○山本（一）主査 

 ありがとうございました。 

 そのほか。 

 では、特になければ、また次の議題に移りたいと思います。前回、委員の皆様方にご議論いた

だきました選択肢と評価項目についてでございます。事務局からまず説明をお願いします。 

○上田対策官 

 それでは、資料４をごらんください。１枚紙でございます。 

 先ほどご質問の中で、この選択肢の場合の効率、経済性、期間とか、いろいろご指摘がござい

ましたけれども、まさに、先ほどもお話がございましたけれども、トリチウムの取り扱いについ

ての想定される選択肢、どういうものがあるのか、あとは、それぞれをどう評価をしていくのか

という評価項目、これを第１回の本タスクフォースでもご議論をいただいたところでございまし

て、その第１回のタスクフォースの中でも、事務局が第１回で提示したものに加えて、これも第
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１回でご説明をしたスリーマイルとかサバンナリバーの海外での評価項目等もあわせて考えるべ

きだというご指摘をいただいて、それをちょっとまとめて記載をしたものがこのペーパーでござ

います。 

 まず選択肢のほうでございます。もともとこれは事務局のほうからも、分離でありますとか、

あるいは長期保管、先ほどもありましたタンク貯蔵あるいは洋上貯蔵、地下貯蔵といったもの、

さらに一番下にある環境放出、こういった事務局がもともと提示したものに加えて、前回、スリ

ーマイルの事例ということで、スリーマイルのときの評価項目にありました地下注入であります

とか、あるいは固化体の埋設といったような、サイト内での廃棄というものもつけ加えまして、

全体としてここに掲げられているような選択肢があり得るのではないかということで整理をした

ものでございます。 

 また、評価項目のほうでございます。これにつきましても、前回ちょっと事務局のほうで説明

したものに加えて、例えば、先ほどもご指摘がございましたけれども、処理期間ということで、

開始から完了までの時期でありますとか、あるいは、法規制上の困難さといったような、スリー

マイルのときでの評価項目といったようなものもつけ加えまして、全体としては、そこに書いて

ございますように、環境、水産物、人体等への影響・リスクといったようなこと、あと処理期間、

コスト、技術的可能性、法規制上考えられる困難さと。あとは、議論をしていく中で、さまざま

またこういった項目があるのではないかといったようなこともございますので、その他課題とい

うことで整理をしたものでございます。表題のところに「現時点で考えられる」というぐあいに

つけてございますけれども、まさに今後の議論の中でも適宜必要があれば追加修正をしていけれ

ばというものでございます。 

 以上でございます。 

○山本（一）主査 

 ありがとうございます。 

 ただいまの説明に対しまして、ご意見とかご質問等ございましたらお願いいたします。 

○糟谷事務局長補佐 

 ちょっと補足でよろしいでしょうか。 

 ぜひちょっとご意見いただきたいのは、このそれぞれの選択肢が単独で成り立つものなのかど

うかということなんです。先ほどの山西委員のご説明だと、分離技術というのは結局濃いものと

薄いものができるということのように承ったんですけれども、そうだとすると、その濃いものを

どうするのか、薄いものをどうするのかという議論が必要になるような気もいたしまして、そう

だとすると、分離技術、分離というのを、単独の分離だけを選択肢にするというようなことでは
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成り立たないような気もするんですけれども、ちょっとそのあたりも含めてご意見いただければ

と思います。 

○山本（一）主査 

 いかがでしょうか。 

 柿内さん、お願いします。 

○柿内委員 

 ちょっと意見というか、今お話しされたような話で、まずいわゆる濃縮をするということは、

当然濃いものと薄いものができると。分けるという意味では、やっぱり濃いものは当然、保管、

廃棄という方向に行くと思うんですけれども、じゃ、残ったものはというと、やはり環境へ排出

するということを前提とした作業になるというふうに─作業そのものを見た場合はですね

─感じるんですけれども。じゃ、そういう廃棄を前提としないで濃縮ということを考えた場

合には、結局それは一つの行為だけが浮いてしまう話になるので、まずは環境へ最終的にはどう

いう方向に持っていきたいんだというところの議論があっての濃縮とか何か手を加えるという話

だと思うんですけれども、そこのところがちょっと私的にもよく整理できていないんですけれど

も。 

○山本（一）主査 

 先ほどの山西委員のご説明の最後のところに、「福島第一のトリチウム分離プラントを検討す

るに当たっては、以下の項目を事前に検討しておくことが必要」という、ここにそれが含まれて

いるわけだと思います、ご指摘のとおり。これは事前に検討しておかないと、分離という話は成

り立たないですね。 

○高倉委員 

 今、規制庁の方が来ているので、そちらのほうに向けるのはちょっとおかしいんですけれども。

薄めれば捨ててもいいという考えがあるのかどうか、その辺ちょっとお聞きしたいんですけれど

も。 

○金城オブザーバ 

 これはまず、後ほど多分資料６とかで事務局から説明があると思いますけれども、液体廃棄物

の扱いの方策の中での希釈といったものがありますので、それは一つの方策かと思います。 

○高倉委員 

 希釈に対して、相対的な希釈なのかあるいは絶対量としての希釈なのか、どちらを考えている

わけ。 

○金城オブザーバ 
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 事務局からも多分、後で説明あると思いますけれども、少なくとも、これは我々のほうの検討

会で金曜日、議論したんですけれども、例えばここで言っている環境放出、海洋放出もしくは強

制蒸発もそうだと思いますけれども、そういったものの規制は基本的には濃度の規制で行われて

おります。 

○山本（一）主査 

 ありがとうございました。このタスクフォースの役割は、今後、次のステップでいろんなこと

を考えるために必要なデータというか、論点というか、わかっていなければいけないことを整理

するということですので、ただいまのご意見等も勘案しながら、次のステップに向けた準備をで

きればと思っております。 

 それでは、ただいま示されました選択肢、評価項目につけ加えること─はい。 

○田内委員 

 評価項目の中で、上に３つほどリスクというのが設定されていると思うんですけれども、ここ

に関して、どの方法も私は状況に応じたリスクというのを考える必要があるかなと思っています。

というのは、例えばタンク貯蔵、うまくいけばこれは漏れてこないわけですから、リスクは極め

て小さくできるかもしれないんですが、ですけれども、万が一それが漏れた場合、結局ためてい

る、どういう方法をとるにしても、最悪の事態ではどういうリスクになるのかということも含め

て評価をしておいたほうがよろしいかと思います。 

○山本（一）主査 

 ありがとうございます。 

○山本（徳）委員 

 選択肢の中で、環境放出の中で、１つ目に自然蒸発というのがあるんですが、これは貯槽に単

にためておいて、自然蒸発を待つという、そういう概念でしょうか。普通の貯蔵とほとんど変わ

らないような気もするんですけれども、選択肢として考える余地があるのかなという意味なんで

すけれどもね。 

○上田対策官 

 これはちょっと前回、第１回目でご説明をしたスリーマイルのときのＮＲＣによる取り扱いの

検討の中の一つとして、自然蒸発と強制蒸発というぐらいに分けられて整理をしていたというこ

とで、ちょっと詳細、どういう定義なのかということは調べる必要はございますけれども、強制

蒸発ということの対比で考えると、自然に蒸発をさせるということで環境に放出をさせるという

選択肢かというぐあいには思っております。 

○山本（徳）委員 
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 対比としてはわかりますけれども、わざわざ選択肢に挙げるようなことでもないのかなと。タ

ンク貯蔵と基本的には変わらないと思いますので、そんな気がいたします。 

○山本（一）主査 

 日本でなじむかどうかという問題もございますし、この選択肢と評価項目は、一つ一つの重さ

は違うだろうと思いますが、一応検討の対象として、前回の１回目のご説明から付加したものと

いうことであります。 

○森田委員 

 ちょっとささいなことなんですが、水産物への影響という、恐らくそれは水産物の価格が低下

するとかいう話の影響ということで考えられて、それは環境放出を考えた場合、強制蒸発すれば、

当然農産物への影響も確実に出るので、それは加えておかないといけないということはわかるん

ですが、環境への影響・リスクという話なんですが、それは何を見ているというのがよくわから

ないんですよね。人体への影響って、言ってしまえば健康影響だと思うんですが、この環境への

影響・リスクというのは何を評価しようとしているというのは、ちょっとイメージがわからない

というかですね。 

○上田対策官 

 まず、環境への影響ということについては、例えば選択肢として環境放出ということがあった

ときに、実際にそれがどういう振る舞い、動きをしていくのかということを踏まえて、どういう

影響が出てくるのか。その中に、これはちょっと言葉の定義の問題なのかもわかりませんが、環

境というのがどこまでとらえるのかということで、そこに書いてあるような水産物とか、あるい

は書いてない植物とか、そういったようなちょっと広い概念で考えておりますけれども、まさに

そのあたりも少しここの区分け、分類を含めて、具体的にこうしたらいいんじゃないかというご

意見をいただければと思います。 

○山本（一）主査 

 柿内委員、お願いします。 

○柿内委員 

 核融合とかの安全研究とかでは、環境への影響というものを定義するときには、水圏のところ

というのは環境中のデータが少ないということもあって、また、放出するときのトリチウムの化

学型とかがあって、主に陸域、水蒸気で出てくるものを想定として、農作物を経由して人への影

響ということで評価されることが多いというふうに、報告とかは多いですけれども、当然、水と

しての放出、例えば原発とかでも排水とかある中での、水を経由した影響というのも、これまで

は例が少ないんですけれども、当然織り込んでいく。そういった意味では、環境の中に陸域もあ
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り水圏とかの水産物とかもあり、総体としては最終的には人への影響評価。人への影響評価をす

るときには、大気、呼吸による被曝影響、あとは食べることによる被曝影響、そういったことを

総体的に評価するということが大事なのではないかと思います。 

○山本（一）主査 

 ありがとうございます。 

 山西委員、何か。環境影響はやってないわけじゃない。 

○山西委員 

 各環境圏についてですか。 

○山本（一）主査 

 だから、核融合の安全対策というのは、今、柿内委員がおっしゃったようなことで、大体同じ

ですよね。というか、今のおっしゃった環境影響ということを議論するときは。 

○山西委員 

 そうですね。環境に年間の目標値としてはどこまで以下にして、それが恐らく最終的には人体

影響だと思うんですけれども、影響のないところまでの目標値を決めるということになると思い

ますけれども。 

○山本（一）主査 

 ありがとうございます。 

 中津課長、お願いします。 

○中津オブザーバ 

 ただいまの柿内委員から言われたのはごもっともでありまして、水産物が出てきますと、先ほ

ど森田委員も言われましたけれども、農産物か水かとかいろいろありまして、水産物と書いてし

まうと、どうも海洋に出すのではないかみたいになって、誤った誤解も生まれるかもしれません

ので、そこは丁寧に対応していただければと思います。 

○山本（一）主査 

 ありがとうございます。 

 では、田内委員、お願いします。 

○田内委員 

 今の柿内委員の説明を聞いていて思ったんですけれども、少なくともこの項目の上２つの環境

への影響あるいは水産物への影響、農水産物になるのかもしれませんけれども、この場合はリス

クという言葉がここに要るのかなという気がします。なくていいんじゃないですかね。影響があ

って、それを経て人に対してどういう影響・リスクが考えられるかという評価項目なんじゃない
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かなと思うんですけれども。 

○山本（一）主査 

 ありがとうございます。ここのところの整理の仕方、もう一回事務局で検討していただいて、

やりたいと思います。 

○豊口企画官 

 事務局として全般的に影響・リスクと書いた背景というか思いは、必ずしも放出という選択肢

だけを念頭にその影響を考えているわけではなくて、全ての選択肢についてそれぞれの評価項目

を検討する必要があるだろうというふうに考えておりまして、放出の場合だと直ちにその影響と

いうことなのかもしれませんが、放出という選択肢以外の場合であれば、リスクということのほ

うが表現として適正なのかなというふうに思った次第なのですが、いずれにしても再整理をさせ

ていただければとは思います。 

○山本（一）主査 

 ありがとうございます。 

 それでは、ここに示された選択肢、評価項目をもう一度、今いただいたご意見をもとに整理い

たしまして…… 

○金城オブザーバ 

 １点だけ。これ、スリーマイルのほうのいろいろ議論を踏まえてということでしたけれども、

当方のほうで今いろいろ見ている感じでは、先ほどコメントもいろいろあったかと思いますけれ

ども、１つ大きな評価項目に、結果として出てくる廃棄物のボリューム、量とか、そういったよ

うな項目があったというふうにも聞いています。ですので、例えば先ほど希釈と濃縮ととありま

したけれども、やはりそれぞれの選択肢でどういう結果的に管理する廃棄物が出てくるのかとい

ったことは、１つ大きな検討項目になるかなというふうに考えております。 

○山本（一）主査 

 ありがとうございます。 

 ただいまいただきましたご意見を参考にして、今後、タスクフォースで検討・議論、お願いし

たいと思います。 

 では、次にトリチウム水の取り扱いを議論するに当たりまして、社会的な視点からの評価項目

や留意事項につきまして、加藤様からご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○加藤（野中委員代理） 

 加藤でございます。本来ですと野中が報告するところでございますが、本日、野中がちょっと

体調を崩しまして、本会議への出席ができないということでございますので、急遽かわりに、私、
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コープふくしまの専務理事補佐をしております加藤ですが、野中のレジメに沿ってご報告をさせ

ていただきたいと思います。どこまで野中の思いを伝えることができるかわかりませんが、よろ

しくお願いをしたいと思います。 

 それで、まず、このレジメが最終点検されないままに事務局に提出されたということがありま

して、誤字等がちょっとございますので、あらかじめご容赦いただきたいと思いますので、よろ

しくお願いをします。特にⅠの（２）と（３）が２つありますので、最初のほうの（２）と

（３）はちょっと無視をしていただきたいと思います。 

 それで、早速にご報告させていただきますが、社会的な視点からの評価項目や留意点というこ

とで、まず何といっても、2013年12月20日に閣議決定をされた「原子力災害からの福島復興の加

速に向けて」のとおり、この件も含めてですが、一連の取り組み全てがやっぱり福島復興の加速

のためにあるべきものだというふうに理解をしております。そういう意味では、個別課題ごとの

選択肢は、福島県民の目線に十分配慮された切り口であることが大切であって、福島県民が復興

の加速を実感できる内実が求められると思っております。 

 このような前提に立って意見を表明するに当たっては、現在の被災地の現状について若干ご紹

介をさせていただきたいと思っておりますので、ちょっと参考資料等あわせてごらんいただけれ

ばよろしいかと思います。 

 被災地の現状ということで、参考資料１ページでございますが、今、ふなれな避難生活やたび

重なる避難先の変更などによって、関連死者数は被災３県の中で最多でございます。この参考資

料は８月末ということになっておりますが、11月30日現在での数値は、関連死は1,605人に達し

ております。地震や津波による県内の直接死者数を既に超えております。また、現在の避難者数

は、県内で８万9,000人、県外で４万9,000人と、まだ14万人近い人が避難を強いられています。

そういう意味では、１ページの文末にも書いてありますように、本県の関連死は東日本大震災で

被災した岩手、宮城、両県の合計を上回っております。また、阪神大震災の919人や新潟県中越

地震の50人、これを本当に上回っております。そういう意味では、福島県の異常な状態がこの数

値からもご推察していただけると思っております。 

 それで、その次の参考資料、２ページでございます。これは町のほとんどが帰還困難区域にな

っております双葉町の民家の屋内です。このお宅は双葉町の避難指示解除準備区域に入っていま

すが、強制避難住民の家はほとんどがネズミやほかの野生動物に荒らされて、そのまま住める状

態ではございません。このお宅のご主人の話では、震災当日に近所の人と外の小屋でたき火をし

ながら一夜を過ごして、朝になるとすぐに防災無線で避難指示が出され、地震で倒れた家具等の

片づけもできずに、着の身着のままで避難して─この「非難先」というのの「非難」がちょ
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っと間違っておりますが─、避難先を何カ所もさまよったあげくに、間もなく３年が過ぎよ

うとしているということでございます。 

 また、双葉町の仮設住宅だけでも県内に何カ所か点在をしておりますが、その中にある自治会

長さんが、この前ちょっとお話をお伺いしたんですが、仮設住宅では息が詰まるので、時々、双

葉町の我が家に帰りますと。しかし、家の中を見るととても落ち込むので、家には入らずに外の

物置周辺に腰をかけて、たばこを吸いながら数時間滞在して、気分を紛らわせて、そして仮設住

宅に帰ってくるというような話をしておりました。 

 あとは、参考資料の３ページ目ですが、これは町が避難指示解除準備区域と居住制限区域に二

分されております富岡町です。ちょうどこの区域の境界線に当たっております夜ノ森公園という

ところがあるんですが、この近くの民家の庭先にイノブタが９頭たむろしておりました。私たち

が訪れたときにも、バスから停車してのぞき込んでも恐れることなくて、逆に近づいてくるとい

うようなことです。 

 あとは、次の資料の４ページ目でございますが、これは、すぐにでも帰還を考えている田村市

の都路地区です。国道を通りますと、民家の敷地や道路の横に除染したものが詰まったこの黒い

ものがあるんですが、これはフレコンバッグが無造作に置かれております。 

 あとは、５番目としては、住民帰還を進めようとしております南相馬の小高地区は、住民が瓦

れき処理に取り組んでおりますが、夏の間は生い茂ったセイタカアワダチソウに隠れて見えなか

った瓦れきが、草が枯れた秋冬になりますと姿をあらわして、小高地区そのものは12年４月に避

難指示準備区域ということになったんですが、帰還の準備が遅々として進んでいないというよう

な印象を受けます。 

 あとは、資料、５ページでございます。これは、浪江町の中で避難指示準備区域となっている

請戸地区の写真です。請戸漁港のあるところでございますが。浪江町は昨年末ごろからインフラ

復旧に着手したようですが、瓦れき撤去などはほぼ手つかずという印象でございます。打ち上げ

られた漁船はそのままですし、津波遭難者捜索の際に積み上げられた瓦れきの山は今そのままに

放置されております。 

 このような現況を踏まえて、今回の原発の事故を受けて、私たち福島県民の一般的な気持ちと

しては以下のような思いがあると思っております。 

 １つには、住民にとってトリチウムはセシウムと比べて知識が薄いというか、ずっとセシウム

という話をされていたんですが、ここに来てトリチウムという放射性物質の名前が出てきたとい

うことです。 

 あと、住民にとっては、トリチウムは新たな放射性物質として映っています。ようやくセシウ
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ムというものにおぼろげながらでも理解をしてきた段階で、新たな放射性物質のことを言われて

も、うーんというのがいわゆる県民の感情ではないかと思っております。 

 そういう意味では、住民にとって、事故後２年以上経過してトリチウムが取りざたされること

は、またしても隠されていたということで、２年間、一体何をしてきたんだという不信感を実際

大きく持っております。 

 住民にとって、トリチウム汚染水問題が今になって持ち出されることは、１号機から３号機へ

の不信感を増大をさせていくのではないかと思っております。 

 そういう意味では、先日、県漁連の会長さんとお会いをしてお話ができたんですが、漁業関係

者としては、苦肉の策で復興のために地下水バイパスには協力をしようとしているということで

すが、現段階で汚染水そのものを放出ということについては容認できないが、仮に放出するにし

ても、ＩＡＥＡの基準や海外の事例がどうのこうのということではなくて、やっぱり厚生労働省

が食品安全性の基準を示すべきということのお話をしておりました。 

 ６番目としては、住民は第一原発から全ての核種の放射性物質が海に流れていると思っていま

すが、口に出している方も少なからずいます。また、口に出せない人も大勢いるかと感じていま

す。つらくて話題にしたくないという人も大勢いると思います。トリチウム汚染水を海に放出す

るということは、東京電力も国も放射能をコントロールする能力がないという評価になってしま

うというふうに思っております。福島県民そのものは、もうこれ以上、福島県民に原発事故の犠

牲を押しつけないでほしいという考えをしているのではないかというふうに思っております。 

 （３）として、トリチウムを海岸から放出したらどんなことが起きるのかと考えられるかとい

うことでございますが、５つぐらい考えてみました。１つは、県民の政府に対する信頼は、地に

落ちるのではないかというふうに思っております。あとは、避難指示解除されても、住民の帰還

意欲はなえると思います。あとは、３番目、漁民の怒りは爆発すると思います。この間、努力し

てきて、ようやく回復基調にある農産物の風評被害は拡大すると思います。また、国際的な風評

も悪化拡大するというふうに思っております。いずれにしろ、あのトリチウム汚染水の放出の是

非の議論の前に、放出をしないようにするにはというような努力は、当然みんなでしているとは

思うんですが、それが私たち県民に伝わってこないというか、伝わることが必要かというふうに

思っております。 

 ２番目として、トリチウム汚染水処理の選択肢と評価項目に関してということでございますが、

昨日の原子力規制庁の記者会見で、ＡＬＰＳがいつ本格稼働ができるかどうかわからないという

ような発言がありましたが、トリチウムの影響が小さいという話を前回の打ち合わせなんかでも

お伺いしておりますので、そうであれば、今後設置されるであろう仮置き場に保管してもらうと
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か、保管施設のメンテナンスを続けたほうがよいのではないかと思っております。タンクが満杯

になるという説明がありましたが、それは、要は土地の問題ということであれば、もっとタンク

を貯蔵できる場所を増やせばよいわけで、そういう意味では、設置場所は東電施設内に限定しな

くてもよいというふうに思っておりますということで、報告にさせていただきます。 

 以上です。 

○山本（一）主査 

 ありがとうございます。 

 今のご説明に対してご議論いただく前に、先ほど規制庁の話も出ましたけれども、排水等に係

る規制基準について事務局から説明いただいた後で、あわせてご質問のお時間をとりたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

○上田対策官 

 それでは、資料６をごらんください。これは我が国のトリチウムに係る規制の基準ということ

で、ファクト整理をしたものでございます。 

 具体的な関係の法令といたしまして、原子炉等規制法の中に、そこに１ページ目に書いてござ

いますとおりに、発電用原子炉設置者は保安のために必要な措置を講じなければならないという

ことで、その中で核燃料物質等の廃棄の話、これは第３号に記載をされているところでございま

す。 

 それを受けまして、２ページ目の規則のほうに具体的な基準が記載をされているということで

ございます。第90条のところに、放射性物質の廃棄に関して、次の各号に掲げる措置を講じなけ

ればならないということで、第３号、第４号のところに気体状の放射性物質について、第６号、

第７号のところに液体状の放射性物質についての記載があるということでございます。第３号の

気体状の放射性物質については、例えばイのところに書いてございますように、排気施設によっ

て排出をすることということについては、第４号に書かれているとおりに、廃棄する場合には、

排気施設において排気中の放射性物質濃度をできるだけ低下をさせるということ、この場合には、

周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えない

ようにすることという記載がございます。また、同じように第６号、第７号についても、液体状

の放射性物質ということで、同様な規定がなされているということでございます。 

 それで、３ページを見ていただきますと、具体的な原子力委員会の定める濃度限度ということ

については、告示の中で記載がございまして、３カ月の間についての平均濃度が次のとおりとす

るという記載でございます。具体的には、放射性物質の種類ごとに空気中の濃度限度、水中の濃

度限度というのが決められておりまして、１つの種類である場合には、第２項の下のところに書
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かれている、別表第２というところに、例えば核種がトリチウムである場合については、周辺監

視区域外の空気中の濃度限度が５×10－３Bq／cm３という記載がございます。また、水中の濃度限

度ということで、６×10－１Bq／cm３という記載がございます。こういった形で具体的な廃棄の際

の濃度限度の規定がなされているということでございます。これは実用原子力発電施設一般の場

合でございます。 

 次に、４ページ、５ページ目に、福島第一原子力発電所の場合の規定でございまして、４ペー

ジに書かれている規則に、これも同様に気体状の放射性物質、これが第３号、４号のところで、

６号、７号のところに液体状の放射性物質についての規定がございまして、５ページ目のところ

に、これは線量告示別表第二という引用がございまして、先ほどの３ページと同じところの引用

がございまして、同様な濃度限度の規定がなされているということでございます。これが１点目

の廃棄の基準についての記載でございます。 

 もう一点、６ページ目、７ページ目のところを見ていただきますと、これは保安規定について

の記載でございます。これも原子炉等規制法の中に、発電用原子炉設置者は保安規定を定めて、

原子力規制委員会の認可を受けなければならないというような規定がございます。実際に、先ほ

ども東京電力のほうから数字の発言がございましたけれども、７ページのところに書いてござい

ます、これは原子力安全委員会─当時のですね─了承事項、これは安全審査に際して使わ

れる基本的な考え方の一つでございますけれども、そこに液体廃棄物の放射性物質による線量等

量計算ということで、年間の平均放出量ということで、トリチウムについては、ＢＷＲについて

は3.7×1012Bq／ｙということで、ＰＷＲについては7.4×1013Bq／ｙという記載がございまして、

これを踏まえて保安規定での記載がされているということで、１Ｆの事故前の規定は、先ほども

ご説明があったように、3.7×1012×６基というような記載がなされているということでござい

ます。 

 とりあえず、事実関係のご説明は以上でございます。 

○山本（一）主査 

 ありがとうございます。 

 それでは、先ほどの加藤様からのご報告と今のトリチウムに係る規制基準について、ご質問と

かご意見等ございましたらお願いします。 

○金城オブザーバ 

 すみません。資料はきょう見るのが初めてで、説明もきょう初めて聞いたので、若干今の規制

の説明の仕方はちょっと部分的なところがありますので、それを補足する意味で発言をさせてい

ただきます。 
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 まず、福島第一原子力発電所は、今は原子炉等規制法上でも通常の原子力発電所という扱いに

はなっておりません。これは特定原子力施設ということで、全く別の条項で見ていくことになっ

ておりまして、基本的な仕組みとしましては、東京電力が作成する実施計画といったものを認可

して、その実施計画に従って措置が行われていることを見ていくという規制体系になっています。

そういった中では、ですが、例えば最後にありました保安規定、こういう名称の規定はもうござ

いません。全て実施計画の中で規制は見ることになってございます。 

 その実施計画なんですけれども、これはるる東京電力のほうの炉内の作業がいろいろ進捗する

に従って、改訂をしながら進めているところでございますけれども、この実施計画をつくるに当

たっては、これも原子炉等規制法に基づきまして、その実施計画に書くべき事項について、措置

を講ずべき事項というものを原子力規制委員会で決定して、それを示して、それに従った実施計

画になっているかというものを審査をしているわけでございますけれども、そういった中では、

措置を講ずべき事項及びそれに従ってつくられた実施計画というものは、福島第一原子力発電所

では規制の基準の根本的なものとなっております。 

 ただ、例えば今は液体放射性廃棄物の排出について中心的にご説明なさったかと思いますけれ

ども、こちらの４ページ目、５ページ目にございますように、これはあくまでその実施計画や措

置を講ずべき事項といった新しい規制の仕組みを念頭に置いて新しくつくられた告示でございま

すので、これを見ていただければ、この部分については実用炉と同じようなものをやっておりま

すけれども、この部分についても補足が必要かと思いますのは、例えば５ページ目に、私、先ほ

ど、こういったものを濃度を用いて規制をしているということで、その濃度限度のあり方につい

て、５ページ目にあります第８条、告示の第８条の中でやっておりますけれども、これも１号、

２号だけを部分的に見てもこの濃度限度についてはしっかりと計算はできませんで、略されてい

る３から６といったものも含めて、この濃度限度は定めていくことが必要な仕組みになっており

ます。 

 特に略されている６号の部分でありますけれども、これをまさに規制庁でも金曜日にるる議論

しているところなんですけれども、例えばこの濃度限度をいろいろと算定していくに当たっても、

液体放射性廃棄物の影響だけを見ているだけではだめで、この６号の規定はどうなっているかと

いうと、例えば外部放射線に被曝おそれがある場合や、空気中・水中の放射性物質を吸入、経口

摂取するおそれがある場合と、そういった場合場合をしっかりと設定して、そういった場合には

外部被曝を含めて、１ミリシーベルトといった線量限度を達成するような、そういう放射性物質

の排出の濃度をちゃんと定めることといったことに、詳しくはこの６号に書いてありますけれど

も、そういった形になっております。 
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 といった意味では、今ご説明いただきましたけれども、示していただいた告示は当然用います

が、この特に略されている部分とかも含めての規制になっておりますので、ご承知おきいただけ

ればというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○山本（一）主査 

 ありがとうございます。 

 森田委員、お願いします。 

○森田委員 

 ちょっとコープふくしまからのコメントに補足させていただきますが。 

 現在、セシウムになじみがそろそろ出てきたといったらおかしいですが、セシウムはいろいろ

福島県の方も知識が出てきていて、トリチウムはちょっとわけわからないということなんですが、

産業的な農産物・水産物の産業という話からいうと、今現在、食品の基準値というのが100ベク

レルと決められていて、そこにはストロンチウムとプルトニウムは入れ込んだ状態での基準値で

あると。それが結局、出荷できるかどうかの制限であり、現在、福島県の試験操業ですと、さら

に非常に低いところの基準を自分たちで設定して、またそれを満たして試験操業を行っていると。 

 しかし一方、トリチウムに関しては、ちょっとオブザーバで厚生労働省の方がおられないので

あれなんですが、基準値の中に入れてないですし、含まれていないと。そうすると、一体何をも

ってこのとった魚、農産物が安全なのかどうかという判断の根拠が全然ないと。その前提として、

その測定もほとんど検査も行われていないわけですから、ちょっとそのあたりのことを先ほどの

ふくしまコープの方のところで１つコメントがあったように、ちゃんとした基準値を示すべきだ

というコメントは、そういうところから出てきているというところですね。ですから、判断の、

ここでは、今示していただいたのは放出の濃度の話であって、さらにその一歩進んだところの、

じゃ、食べ物としての基準が自分たちの目安としてどこに置いたらいいのかというのが、今は全

くわかっていないということの意見だったと思います。 

○山本（一）主査 

 ありがとうございます。 

 柿内委員。 

○柿内委員 

 その件に関してなんですけれども、やっぱりトリチウムの分析自体が、ほかのセシウムとかゲ

ルマニウム半導体検出器等を使って、いわゆるγ線を測定するものと、あと、ストロンチウムや

ほかのプルトニウムみたいに、トリチウムを手を加えて分析するのに非常に時間がかかるという
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のもあって、なかなかそういうところを一義的には示しにくいところはあります。実際、じゃ、

環境中のデータはないかと言われると、例えば大気中核実験というのは1960年代まで行われて、

それで環境中、上がって下がって、原子力施設近傍では環境モニタリングの一環で環境計測デー

タがあるという。そういう計測データが福島でも福島に原子力センターが機能していたときには

データがあって、なので、今後は管理が健全に行われているかというのは、まずその福島の過去

のデータと比較して、それが担保されているかというのを見る必要とかもあるでしょうし、今後、

継続的に、それはこれから出てくる可能性、保管にしろ排出にしろ出てくる可能性があるという

意味では、見ていく必要が出てくると思います。 

 あとは、先ほど食品とかでトリチウム、もし摂取基準をいじったときに、線量を基準に決める

と、かなりトリチウムというのは線量換算係数がセシウムと比べると非常に小さいですので、数

値としては非常に甘い。甘いというか、セシウムでいうと100ベクレルだったのが、トリチウム

だともっと10倍以上、もっと上がるものですので、そこだけ見てしまうと、何でトリチウムだけ

甘いんだという議論をしたときには、そこは非常に丁寧に説明をしないといけないと思います。 

 あとは、本当にそうやって管理するもしくは排出するというときに、こういう基準で評価した

から、このぐらいの数値を目標とするんだというところをわかりやすく説明する必要があるので

はないかと思います。 

○山本（一）主査 

 ありがとうございます。 

 高倉委員。 

○高倉委員 

 今、福島県についてお話があったんですけれども、私、昭和50年からずっと福島県の原子力セ

ンターにいて、いろいろ調査していたんですけれども、例えば昭和40年後半から昭和50年前半な

んですけれども、この場合は実はフランスが水爆実験をやっていまして、かなりトリチウムが高

くなっています。それから、昭和40年から昭和57年までなんですけれども、57年から中国が実は

地下実験をしまして、その間のフォールアウト、それは非常に出ていまして、そのデータという

のは、今でいえば放医研とそれから分析センターに全国的なデータが貯蔵されているはずですの

で、その辺は国のほうで調べていただければ……。そのフォールアウトの量とかトリチウムの当

時の量とか。ただ、トリチウムは、実は測定するのが非常に難しくて、エネルギーが先ほど言い

ましたように、20ケブないものですから、ガスフローカウンタとかピコメーターではかれないも

のですから、当時非常に苦労したんですけれども。いい溶媒ができて、アロカなんかで、それで、

後では蒸留してはかれるようになったんですけれども、それは結構後なものですから、前のデー



 37 

タは非常に難しいかなとは思うんですけれども。一応あれは科学技術庁の時代にちゃんと取得し

ているはずですので、その辺を調べていただければと思います。 

○山本（一）主査 

 ありがとうございます。 

 柿内委員。 

○柿内委員 

 今のお話に補足的なお話ししますと、降水のデータとして、毎月、東京から千葉県に移って、

ずっととられている。そういう意味では、福島のデータだけではないんですけれども、そういっ

たところで1960年代ぐらいから現在に至るまでのデータというのがあります。あとは、福島県は

河川水とか水道水とか、そういったものでデータがたしかあったように思いますので、そういっ

たものを一度取りまとめをしていただいて、使ってもらうのがいいのかなと思います。 

○山本（一）主査 

 ありがとうございます。 

 ほかに。 

 中津課長。 

○中津オブザーバ 

 コープふくしまさんのご発表にありましたように、漁業者の怒りというのが書いてまして、私

も水産担当でございまして、その点少し補足をいたしますと、たび重なる問題が起きて、漁業者

って非常に不信感を今持っております。その中で、やはり漁業者は魚をとって何ぼというのがあ

りますので、操業に向けた努力を今しております。皆さんもご存じのように、基準値を大幅に下

回って、安定的にそれが経過した魚種について、少しずつ試験操業の対象魚種を今拡大している

ところでありまして、とれた魚種もいろんなところに説明に行って、流通業者でありますとか消

費者のところに説明に行って、買っていただけるように、食べていただけるように、業者は努力

しております。そのような今努力をしている最中であって、このトリチウムについては、物性も

含めてまだ科学的な周知も一般的にはされてないところもあります。そこを丁寧にしていただき

ながら、やはり漁業が再開でき、それが商品として売られるような環境をつくっていただきなが

ら進めていただきたいというのが、業者からも伺っている意見でございますので、参考補足的に

紹介させていただきます。 

○山本（一）主査 

 ありがとうございます。 

 そのほか。 
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○菅野オブザーバ 

 福島県の原子力安全対策課の菅野でございます。きょうは渡辺課長、ちょっと来られなかった

ので私、代理で来ましたので、一言だけ。 

 今のコープふくしまさんから説明していただいた内容ですね、県民の気持ちということで、確

かにこういったお気持ちを持っている県民の方々が多数いらっしゃるというふうに、私も県民、

いろいろと対応している中で感じております。そういった中で、トリチウムについて、やはりど

ちらかというと県民にとっては新しい問題だということがございますので、今お話のあったよう

に、過去のデータがどうだったのか、それから、実際さまざまな場面でというか、福島以外のと

ころでもどういう状況になっているのか、そういったことを丁寧にやっぱり説明していただいて、

県民が理解を十分得た上で、新たな何か対策を打つということにしていっていただきたいと思っ

ております。 

 このタスクフォースそのものでは対策を絞るということはしないというふうにお聞きしており

ますが、いずれ何らかの時点でそういった方向に、どういう取り組みになるかはあれですけれど

も、前回のお話も聞いておりますが、やはりこういった問題については、県民感情も当然ござい

ますし、慎重に十分時間をかけて、皆さんが納得できるような対策になるように、我々も含めて

取り組んでいっていただきたいなというふうに感じておりますので、その点だけちょっと一言。

よろしくお願いいたします。 

○山本（一）主査 

 ありがとうございます。 

○高倉委員 

 私は実は南相馬市で、友達もいっぱいいますし、双葉にもいろいろ親類がいるので、時々、話

あるいは講演も頼まれるんですけれども、南相馬市にも四、五回行っていまして、来月もまた行

くんですけれども。その中で感じるのは、私は技術者なものですから、安全・安心と言いますけ

れども、安全であれば安心だろうと我々は思ってきたわけです。ところが、やっぱりそれは技術

者のエゴといいますか偏った考えであって、やはり安全であっても安心できないと。こういうの

は結構非常に難しい問題があるということで、それをどう説得していけるのか。それが１つと、

それから、よく聞いてみると、やっぱり責任の所在をはっきりするということ。国だったら国が、

長期にわたってちゃんと責任を持ってこう対処しますということがないと、やっぱり不安がある

わけですね。その辺をちゃんとしてもらわないと、なかなか難しいということ。 

 特に、よくリスクコミュニケーションと言うんですけれども、どうしても日本人はリスク論に

なじまないといいますか、本当はリスクが入れば非常に説明しやすいんですけれども、どうもそ
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れは感情的な問題が、日本人は感情的って、これは変なんですけれども、どうしてもなじまない。

じゃ、それをどうやって説明していくのかというのが非常に難しい問題があるというふうなこと

を、私としてはじかに感じた点をちょっとお話しして……。 

○山本（一）主査 

 ありがとうございます。 

 いろいろご議論がまだ続くかと思いますが、予定の時間は６時でございまして、皆さんちょっ

と時計を気になさっているように思いますので、特にプラスしてご意見がおありでしたら、ご発

言お願いしたいんですが。 

 では、特になければ、本日のご審議はここで一応ストップとさせていただきます。本日、選択

肢と評価項目についていろいろご意見をいただきました。本日は分離技術と地下貯蔵という切り

口でご説明をいただいて議論をしたわけでございますが、次回は評価項目のところで環境や水産

物、人体、ここもちょっと整理しなきゃいけませんけれども、その点について議論、ご意見をい

ただければいいと思っております。 

 ということで、最後に事務局から今後の予定についてご説明をお願いしたいと思います。 

○上田対策官 

 本日は長時間、ありがとうございました。改めてご案内をさせていただきますけれども、次回、

第３回は２月の上旬を予定しております。日程調整が済み次第、ご連絡をさせていただきます。

引き続きまた個別にいろいろご協力をお願いすることがあろうかと思いますので、よろしくお願

いをいたします。ありがとうございました。 

○山本（一）主査 

 それでは、これをもちまして第２回目のトリチウム水タスクフォースを閉会いたします。 

 どうもありがとうございました。 

－了－ 


